
議案第１６６号 

 

   川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

           平成２５年１１月２９日提出 

               川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市貸切自動車条例の一部を改正する条例 

川崎市貸切自動車条例（平成１７年川崎市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

第４条中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）第４条の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に支払われる運賃について適用し、

施行日前に支払われた運賃については、なお従前の例による。 

３ 新条例第４条の規定は、施行日以後に運送を終了するものに係る料金につ

いて適用し、施行日前に運送を終了したものに係る料金については、なお従

前の例による。 



議案第１６７号 

 

川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

 川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

平成２５年１１月２９日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年川崎市条例第４２号）の

一部を次のように改正する。 

第６条第３項及び第１６条第４項中「１００分の１０５」を「１００分の１

０８」に改める。 

別表の１使用料又は利用料金の表駐車場利用料の項中「４００円」を「４１

０円」に改める。 

別表の２手数料の表を次のように改める。 

２ 手数料 

  普通診断書その他の簡易なもの  １，５４０円 

 死亡診断書その他の複雑なもの  ３，０８０円 

生命保険に関する診断書（複雑な 

ものに限る。）その他の特に複雑 

なもの             

４，６２０円 

診断書 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、貸切自動車の運賃及び料金につい

て、消費税率及び地方消費税率の引上相当分の改定を行うため、この条例を制

定するものである。 

 




